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介
護
保
険
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
制
度
に
お
い
て
、
介
護
事
業
者
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
が
高
い
と
全
国
の
事
業
者
か
ら
不
満

の
声
が
上
が
っ
て
い
る
が
、
事
業
者
に
納
得
し
て
支
払
っ
て
も
ら
う
た
め
に
も
、
都
道
府
県
の
指
定
情
報
公
表
セ
ン
タ
ー
、

指
定
調
査
機
関
の
決
算
を
公
表
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

二

介
護
保
険
制
度
の
施
行
か
ら
こ
れ
ま
で
に
、
介
護
保
険
関
係
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
シ
ス
テ
ム
（
構
築
、
改
修
、
端
末
等
）

に
国
が
投
資
し
た
額
は
い
く
ら
か
。

右
質
問
す
る
。


